
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

税

務

課

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

〃

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

〇

〃

〃

〇

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

〇

〃

〃

〇

〃

〃

【

警

察

本

部

】

〇

警

察

官

の

職

務

に

協

力

援

助

し

た

者

の

災

害

給

警

務

課

付

に

関

す

る

実

施

規

程

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和４年５月１７日 第１２３９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

笠
岡
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
旧
白
石
島
漁
業
協
同
組
合
の
区
域

二

区
分

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

小
山
桑
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

津
山
市
里
公
文
字
桧
森
一
八

か

九
五
番
一
地
先

五
六
・
二

ら

八
・
二
～

一
五
・
五

津
山
市
里
公
文
字
乗
方
一
九
一
〇
番
一
地
先
ま

で

六
・
五
～

津
山
市
里
公
文
字
桧
森
一
八
九
五
番
一
地
先
か

五
六
・
二

ら

旧

一
〇
・
〇

津
山
市
里
公
文
字
乗
方
一
九
一
〇
番
一
地
先
ま

で

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

小
山
桑
上
線

津
山
市
里
公
文
字
桧
森
一
八
九
五
番
一
地
先
か
ら

令
和
四
年
五

津
山
市
里
公
文
字
乗
方
一
九
一
〇
番
一
地
先
ま
で

月
十
七
日

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
二
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

共
通
基
盤
更
新
に
伴
う
税
務
シ
ス
テ
ム
移
行
業
務

二

契
約
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
務
部
税
務
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所

中
国
支
社

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号

六

契
約
金
額

四
五
、
七
八
二
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四
、
一
六
二
、
〇
〇
〇

円

）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
二
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称                                                         

 

    

足
守
土
地
改
良
区                                                      

 

二  

認
可
年
月
日                                                         

 

    

令
和
四
年
五
月
十
日 

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
二
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

地
区
名 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
手
地
区 
第
１
工
区 

 

二 

縦
覧
に
供
す
る
書
類 

 
 

換
地
計
画
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

縦
覧
の
期
間 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で 

四 

縦
覧
の
場
所 

 
 

久
米
南
町
役
場 

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
二
八
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
丸
臼
一
〇
〇
八
番
二

田

一
、
〇
七
五

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
丸
臼
一
〇
〇
九
番

田

七
〇
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
逗
留
田
上
池
ノ
内

田

一
、
七
〇
四

一
〇
一
一
番

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
丸
臼
一
〇
一
四
番

田

一
、
〇
二
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
家
ノ
前
一
〇
一
六
番
一

田

一
、
〇
五
七

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
字
家
ノ
前
一
〇
一
六
番
三

畑

二
六
三

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

田
畑
と
し
て
利
用

令
和
四
年
六
月
一
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

五
八
、
二
一
〇
円

和
十
四
年
五
月
三
十

一
日
ま
で

三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
二
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浅
口
市

か
ら
浅
口
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

浅
口
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画 

二 

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

 
 

な
お
、
原
本
は
、
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
三
〇
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
二
〇
〇
四
号 

令
和
四
年
五
月
九
日 

番

号 

指

定

年

月

日 
浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
字
井
頭
通
一
一
〇

九
番
三 

道

路

の

位

置 

四
・
九
○ 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

四
七
・
六
〇  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
三
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
水
落
ノ
上
八
七
六
―
九 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
田
中
六
一
六
―
八
カ
シ
オ
ペ
ア
三
〇
一 

厨
子 

邦
雄 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
二
号 

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



〔
二
三
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
水
落
ノ
上
八
七
六
―
八 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
門
田
三
二
六
―
一
シ
ャ
ル
マ
ン
・
ア
ヴ
ニ
ー
ル
一
〇
二 

定
金 

 

寛 

定
金 

夏
記 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
三
号 
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二
三
三

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
借
入
件
名
及
び
数
量

令
和
４
年
度
運
転
者
管
理
シ
ス
テ
ム
端
末
等
借
入

一
式

(
2
)
借
入
物
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
借
入
期
間

令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

(
4
)
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
全
て
の
借
入
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
、
輸
送
費
及
び
入
札
説
明
書
等
に
記
載

す
る
作
業
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
し
、
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
借
入
れ

に
係
る
物
件
を
５
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
リ
ー
ス
料
総
額
の
6
0
分
の
１
に
相
当

す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
1
0

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
金
額
の
1
1
0
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
令
和
４
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
４
年
岡
山
県
告
示
第
3
5
号
（
物

品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
、
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
、
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
、
資
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格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
４
年
６
月
1
5
日
（
水
）
午
後
４
時

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
4
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

令
和
４
年
５
月
1
7
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
2
7
日
（
月
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
、

、
。

、
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
、
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
1
3
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

令
和
４
年
７
月
６
日
（
水
）
午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

令
和
４
年
７
月
７
日
（
木
）
午
前
1
1
時
1
5
分

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
庁
舎
２
階
入
札
室

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
、
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
、
令
和
４
年
６
月
2
7
日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
に
、

入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
入
札
参
加
希
望
者
は
、
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札
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に
係
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

B
o
r
r
o
w
i
n
g
o
f
d
r
i
v
e
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
t
e
r
m
i
n
a
l
s
,
e
t
c
.
i
n
f
i
s
c
a
l
2
0
2
2

(
2
)
L
e
a
s
e
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
J
a
n
u
a
r
y
,
2
0
2
3
t
h
r
o
u
g
h
3
1
D
e
c
e
m
b
e
r
,
2
0
2
7

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

４
:
0
0
P
.
M
.
6
J
u
l
y
,
2
0
2
2

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
4
2
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二
三
四

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
借
入
件
名
及
び
数
量

運
転
者
管
理
シ
ス
テ
ム
自
動
受
付
機
借
入

4
7
式

(
2
)
借
入
物
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
借
入
期
間

令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

(
4
)
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
全
て
の
借
入
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
、
輸
送
費
及
び
入
札
説
明
書
等
に
記
載

す
る
作
業
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
し
、
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
借
入
れ

に
係
る
物
件
を
５
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
リ
ー
ス
料
総
額
の
6
0
分
の
１
に
相
当

す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
1
0

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
金
額
の
1
1
0
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
令
和
４
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
４
年
岡
山
県
告
示
第
3
5
号
（
物

品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
、
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
、
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
、
資
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格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
４
年
６
月
1
5
日
（
水
）
午
後
４
時

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
4
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

令
和
４
年
５
月
1
7
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
2
7
日
（
月
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
、

、
。

、
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
、
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
1
3
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

令
和
４
年
７
月
６
日
（
水
）
午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

令
和
４
年
７
月
７
日
（
木
）
午
前
1
1
時
3
0
分

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
庁
舎
２
階
入
札
室

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
、
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
、
令
和
４
年
６
月
2
7
日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
に
、

入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
入
札
参
加
希
望
者
は
、
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札
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に
係
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

B
o
r
r
o
w
i
n
g
o
f
d
r
i
v
e
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
a
u
t
o
m
a
t
i
c
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
p
p
a
r
a
t
u
s

4
7
s
e
t

(
2
)
L
e
a
s
e
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
J
a
n
u
a
r
y
,
2
0
2
3
t
h
r
o
u
g
h
3
1
D
e
c
e
m
b
e
r
,
2
0
2
7

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

４
:
0
0
P
.
M
.
6
J
u
l
y
,
2
0
2
2

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
4
2
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二
三
五

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
借
入
件
名
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
用
直
接
撮
影
機
等
借
入

一
式

(
2
)
借
入
物
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
借
入
期
間

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
1
0
年
２
月
2
9
日
ま
で

(
4
)
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
全
て
の
借
入
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
、
輸
送
費
及
び
入
札
説
明
書
等
に
記
載

す
る
作
業
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
し
、
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
借
入
れ

に
係
る
物
件
を
５
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
リ
ー
ス
料
総
額
の
6
0
分
の
１
に
相
当

す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
1
0

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
金
額
の
1
1
0
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
令
和
４
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
４
年
岡
山
県
告
示
第
3
5
号
（
物

品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
、
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
、
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
、
資
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格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
４
年
６
月
1
5
日
（
水
）
午
後
４
時

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
4
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

令
和
４
年
５
月
1
7
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
2
7
日
（
月
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
、

、
。

、
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
、
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
1
3
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

令
和
４
年
７
月
６
日
（
水
）
午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

令
和
４
年
７
月
７
日
（
木
）
午
前
1
1
時
4
5
分

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
庁
舎
２
階
入
札
室

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
、
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
、
令
和
４
年
６
月
2
7
日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
に
、

入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
入
札
参
加
希
望
者
は
、
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札
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に
係
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

B
o
r
r
o
w
i
n
g
o
f
d
i
r
e
c
t
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
s
f
o
r
d
r
i
v
e
r
'
s
l
i
c
e
n
s
e

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
e
t
c
.

(
2
)
L
e
a
s
e
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
M
a
r
c
h
,
2
0
2
3
t
h
r
o
u
g
h
2
9
F
e
b
r
u
a
r
y
,
2
0
2
8

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

４
:
0
0
P
.
M
.
6
J
u
l
y
,
2
0
2
2

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
4
2
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◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
二
十
七
号

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
実
施
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
警

察
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
七
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

檜

垣

重

臣

「

（

「

」

。
）

第
二
条
第
一
項
中

そ
の
協
力
援
助
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長

以
下

署
長

と
い
う

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
協
力
援
助
し
た
警
察
官
を
指
揮
す
る
所
属
の
長
又
は
当
該
災
害

が
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ま

た
は
」
を
「
又
は
」
に

「
も
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
を
受
け

、

た
署
長
」
を
「
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
所
属
の
長
又
は
警
察
署
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
署
長
を
通
じ
て
」
を
削
り

「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

、

「

」

「

」

、「

」

、

第
四
条
第
一
項
中

前
条
第
一
項

を

前
条
第
二
項

に
改
め

署
長
を
経
由
し
て

を
削
り

「

」

「

」

、

「

」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を

す
る
も
の
と
す
る

に
改
め

同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中

第
七
条

を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
東
京
都
の
区
の
あ
る
地
域
及
び
」
を
「
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し

」
に
改
め
、
同
条

、

第
四
項
第
一
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に

「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

、

「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に

「
請
求
」
を
「
提
出
」
に
改
め
る
。

、

第
五
条
中
「
定
め
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に

「
第
四
条
」
を
「
前
条
」
に

「

署
長
」
を
「
、
第

、

、
「

二
条
第
一
項
中
「
協
力
援
助
し
た
警
察
官
を
指
揮
す
る
所
属
の
長
又
は
当
該
災
害
が
発
生
し
た
場
所
を

管
轄
す
る
警
察
署
長
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
所
属
の
長
又
は
警
察
署
長
」
に

「
岡
山
県

、

警
察
本
部
」
を
「
警
務
部
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
署
長
を
経
由
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
の
各

号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に

「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
、
同

、

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

「

）

」

「

）

第
七
条
の
二
第
一
項
中

様
式
第
十
一
号
の
三

を
署
長
を
経
由
し
て

を

様
式
第
十
一
号
の
二

」

、

「

」

「

」

、「
、

」

「
、

」

、

を

に
改
め

同
条
第
二
項
中

届
出
を

を

提
出
を

に

届
出

を

当
該
提
出

に

「
様
式
第
十
一
号
の
四
）
を
署
長
を
経
由
し
て
」
を
「
様
式
第
十
一
号
の
三
）
を
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
当
該
証
書
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
損
傷
し
た
証
書
」

を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
七
項
」
を
「
第
七
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
本
部
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
（
以
下
「
警
務
課
長
」
と
い
う

」
。
）

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
の
死
亡
診
断
書
そ
の
他
そ
の
者
の
死
亡
を
証
明
す
る
」
を
「
に
係
る

死
亡
診
断
書
そ
の
他
の
死
亡
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七

条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に

「
請
求
」
を
「
提
出
」
に
改
め
る
。

、

第
十
二
条
の
二
中

令
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

を
削
り

障

「
（

。
）
」

、
「

害
給
付
年
金
又
は
」
を
「
障
害
給
付
年
金
の
支
給
の
停
止
又
は
令
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
令
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
令
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
七
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

、

「

」

第
十
四
条
第
一
項
中

に
規
定
す
る

を

の
規
定
に
よ
る

に
改
め

同
条
第
二
項
中

ま
た
は

を
「
又
は
」
に

「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

、

第
十
五
条
第
三
項
中
「
申
請
」
を
「
提
出
」
に

「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

、

第
十
六
条
中
「
基
礎
と
な
る
遺
族
」
の
下
に
「

令
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
給
付

（

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
つ
て
、
当
該
遺
族
給
付
年
金
に
係
る
協
力
援

助
者
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
、
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
な
い
も
の
を
含
む
。
第
十
七
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条
第
一
項
第
四
号
ウ
に
お
い
て
同
じ

」
を
加
え
る
。

。
）

第
十
六
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

警
務
課
長
は
、
必
要
の
都
度
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
令
」
を
「
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た

者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
。
次
項

に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
受
け
る
」

。
）

を
「
受
け
て
い
る
」
に

「
令
」
を
「
規
則
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を

、

同
項
第
四
号
と
し

同
条
第
三
項
中

届
出

を

規
定
に
よ
る
届
出

に

書
面
に
そ
の

を

届

、

「

」

「

」

、「

」

「

出
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
本
部
長
」
を
「
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第２条関係）様式第１号

協 力 援 助 者 災 害 発 生 報 告 書

（給付を実施する者の官職氏名） 報告年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 文書番号

殿 （官職氏名）

協力援助者の災害が次のとおり発生した
印

ので報告します。

１ 協力援助を受けた者

官職階級

氏名 （ 年 月 日生）

２ 協力援助者

住所

氏名 （ 年 月 日生）

職業 □男 □女

３ 給付を受けるべき者

住所

氏名 （ 年 月 日生）

協力援助者との続柄又は関係

４ 災害発生の場所

５ 災害発生の日時
午前

年 月 日 時頃
午後
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６ 災害発生の原因及びその状況

７ 傷 病 名 ８ 傷病の部位 ９ 傷病の程度

10 医師の意見、剖検記録等災害が協力援助によるものであるかどうかを認定するため

参考となる事項

11 医師の証明

７から９までに記載した事項は、事実と相違ないことを証明します。

年 月 日

所 在 地

病院又は診療所の名 称

医師氏名

（注）１ 各項の欄内に記入できないときは別紙としてもよい。
２ 添付された診断書等に７から９まで及び10に掲げる事項が記載されているとき
は、11の医師の証明は省略してもよい。
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（第３条関係）様式第２号

通知年月日 年 月 日 通知番号 第 号

（給付を受けるべき者）

住 所

氏 名 殿

岡山県警察本部長

印

災 害 給 付 通 知 書

あなたは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定により、

下記の災害に対する給付を受けることができますので、通知します。

記

１ 災害を受けた者

住 所

□男
氏 名 （ 年 月 日生）

□女

２ 傷病名

３ 災害発生年月日 年 月 日
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（注 意 事 項）

１ あなたは、下記の事由に該当するときは、それぞれの事由に対応する給付を受

けることができますので、速やかに請求書を提出して下さい。

２ 請求に必要な手続等詳細については、岡山県警察本部警務部警務課に問い合わ

せて下さい。

あなたが受けることができる給付の内容

１ あなたが被災者である場合

(1) 療 養 給 付

協力援助したために受けた負傷又は疾病については、次に掲げるもので、療養

上相当と認められるものを療養給付として受けることができます。

ア 診 察

イ 薬剤又は治療材料の支給

ウ 処置、手術その他の治療

エ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

オ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

カ 移送

(2) 傷 病 給 付

協力援助したための負傷又は疾病が療養の開始後１年６月を経過した日以後に

おいて、治らないで傷病等級に該当する程度の障害の状態が継続しているときは、

その期間、その程度に応じて傷病給付を受けることができます。

なお、傷病給付を受ける場合には休業給付を受けることができません。

(3) 障 害 給 付

協力援助したための負傷又は疾病が治つたとき、障害等級に該当する程度の障

害が残つたときは、その程度に応じて障害給付年金又は障害給付一時金を受ける

ことができます。

(4) 障害給付年金前払一時金

障害給付年金を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応じた

額の範囲で選択した障害給付年金前払一時金を受けることができます。

なお、この場合、年金の支給は、一定期間停止されることになります。

(5) 介 護 給 付

傷病給付年金又は障害給付年金を受けることができる場合で、国家公安委員会

規則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実

際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、

介護給付を受けることができます。

(6) 休 業 給 付

協力援助したために受けた負傷又は疾病の療養のため従前得ていた収入が得ら
６０

れないときは、その期間、給付基礎額の に相当する金額の休業給付を受ける―――１００

ことができます。
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２ あなたが被災者以外の者である場合

(1) 遺 族 給 付

あなたが死亡した協力援助者の遺族であつて、次のア及びイの要件を充たす場

合は、遺族給付年金を受けることができます（遺族給付年金を受けることができ

る遺族がいない場合は、政令の規定により、遺族給付一時金を受けることができ

ます。）。

ア 協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持していたこと。

イ 次の表の①から⑦までに掲げる遺族のいずれかに該当し、先順位の者がいな

いこと（順位は、①から⑦までの番号のとおりであり、⑦に掲げる者の間にあ

つては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。）。

順位 遺 族

① 妻又は60歳以上の夫

② 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子

③ 60歳以上の父母

④ 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫

⑤ 60歳以上の祖父母

⑥ 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるか又は60歳以上の

兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹

備考 夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が、協力援助者の死亡の当時、

身体若しくは精神に７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害があ

る状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽

易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態に

あつたときは、①から⑥までに掲げる遺族の年齢に関する要件はなくなり

ます。

ただし、あなたが⑦に掲げる者であるときは、60歳に達するまでの間は、遺族

給付年金の支給が停止されます。

なお、協力援助者の死亡した日が次の表の(ｱ)の欄の区分のいずれかに該当する

ときは、上の表に掲げる遺族の年金についての要件は､次のようになります。

ア 上の表の①、③、⑤及び⑥に掲げる遺族については「60歳以上」とある部分

は、それぞれ、次の表の(ｱ)の欄の区分に応じて、(ｲ)の欄に掲げる年齢となり

ます。

イ 上の表の⑦に掲げる遺族については、「55歳以上60歳未満」とある部分は、

それぞれ、次の表の(ｱ)の欄の区分に応じて、(ｳ)の欄に掲げる年齢となります｡

（ただし、上の表の⑦の欄に掲げる者が次の表の(ｴ)の欄に掲げる年齢に達する

までの間は、遺族給付年金の支給が停止されます。）。

(ｱ)協力援助者の死亡した日 (ｲ) (ｳ) (ｴ)

昭和61年9月30日まで 55歳以上

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 56歳以上 55歳 56歳
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昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 57歳以上 55歳以上57歳未満 57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 58歳以上 55歳以上58歳未満 58歳

平成元年10月1日から平成２年9月30日まで 59歳以上 55歳以上59歳未満 59歳

(2) 遺族給付年金前払一時金

あなたが遺族給付年金を受けることができる場合は、申出により、一定の額の

範囲で選択した遺族給付年金前払一時金を受けることができます。

なお、この場合、年金の支給は、一定期間停止されます。

(3) 葬 祭 給 付

あなたが死亡した協力援助者の葬祭を行つた者である場合は、通常葬祭に要す

る費用を考慮して政令で定める金額の葬祭給付を受けることができます。

(4) 障害給付年金差額一時金

あなたが障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の遺族であつて、死亡

した協力援助者に支給された障害給付年金及び障害給付年金前払一時金の合計額

が政令に定める障害の程度に応じた額（注参照）に満たないときは、その差額に

相当する額の障害給付年金差額一時金を受けることができます。

( ) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令附則第２条( )注 抄

障害等級 額

１ 級 給付基礎額に1,340を乗じて得た額

２ 級 給付基礎額に1,190を乗じて得た額

３ 級 給付基礎額に1,050を乗じて得た額

４ 級 給付基礎額に920を乗じて得た額

５ 級 給付基礎額に790を乗じて得た額

６ 級 給付基礎額に670を乗じて得た額

７ 級 給付基礎額に560を乗じて得た額

(5) 未支給の給付

あなたが給付の受給権者の遺族であつて、死亡した受給権者に支給されるべき

給付でまだ支給されなかつた分がある場合は、その未支給分の給付を受けること

がきます。
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（第４条関係）様式第３号
療 養 給 付 請 求 書

(1)

請求回数 第 回

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）
殿

住 所

次のとおり療養給付を請求します。 氏 名

（給付費用の受領委任）

この請求書による療養給付の費用の受領を に委任します。

氏 名

（委任に基づく支払請求）

上記委任に基づき、この請求書による療養給付の費用の支払を請求します。

住 所
支払請求者の

氏 名

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

午前
２ 負傷又は発病の年月日 年 月 日 時頃

午後

３ 診 療 費 内訳は「９ 医師の証明」欄記載のとおり 円

４ 調 剤 費 内訳は「10 薬剤師の証明」欄記載のとおり 円

□訪問看護 内訳は「11 訪問看護事業者の証明」欄
記載のとおり 円

５ 看 護 料
年 月 日から 看護師の資格

日間 円
年 月 日まで □有 □無

（交通費）
□ 片道

６ 移 送 費 から まで キロメートル 回 円
□ 往復

（その他の移送費） 円

７ 上記以外の療養費 円

８ 療養給付請求金額 円

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

添付書類 枚

（注）１ 請求者は、※印欄には記入しないこと。該当する□にレ印を記入すること。
２ 「（給付費用の受領委任）」の欄には、診療に当たつた医師若しくは医療機
関、調剤に当たつた薬剤師若しくは薬局又は訪問看護を行つた訪問看護事業者
に療養給付の費用の受領を委任しようとする場合にのみ記載し、その他の場合
には、記入しないこと。

３ 「５ 看護料」及び「６ 移送費」については、訪問看護の場合を除き、費
用の領収書又はこれに代わる証明書及び明細書を添付すること。

４ 「７ 上記以外の療養費」の欄には、その領収書及び明細書を添付すること。
５ (2)、(3)又は(4)の用紙の記入に代えて同様事項を記載した医師、薬剤師、
柔道整復師又は訪問看護事業者の証明書を添付してもよい。
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(2)

※９ 医 師 の 証 明 （患者氏名）

(診療期間）
傷 病 名

年 月 日から

傷 病 の 経 過 年 月 日 年 月 日まで
日間

（現在の状態） □治癒 □死亡 □転医 □中止 □継続中 診療実日数 日

診療費の内訳 金額(円)

初 診
診

再 診
往 診

察
指 導

投 内 服 （処方内容・使用量等）
屯 服

薬 外 用

注 皮下筋肉内
静 脈 内

射 そ の 他

処術 （処置名・手術名・回数等）
置・
・麻 （手術施行年月日）
手酔 年 月 日

検 （検査名・回数等）
査

レ （使用フィルム・回数等）
透視診断

ン
写真診断

ト
撮 影

ゲ
造 影 剤

ン

そ他 （治療名・回数等）
の

入 院 期 間 年 月 日から 年 月 日まで 日間

入 基準 看特２ 入院料（室料・看護料・給食料）
給食

看特１
普通
給食 看１ 入院時医学管理料

看２
基準

院 寝具 看３

そ の 他

診療費の合計 円

上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
年 月 日

所 在 地
病院又は診療所の 名 称

医師氏名
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(3)

※10 薬 剤 師 の 証 明 （患者氏名）

所 在 地
処方箋を交付した病院又は診療所の 名 称

医師氏名

調剤期間 年 月 日から 年 月 日まで 日間 調剤実日数 日

調 剤 費 の 内 訳
金額(円)

処方月日 調剤月日 剤型 処 方 調剤数量 薬剤価格 調剤手数料

月 日 月 日 円 円

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

調剤費の合計 円

処方箋の枚数 枚

上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
年 月 日

所 在 地
薬局の 名 称

薬剤師氏名
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(4)

※11 訪問看護事業者の証明 （患者氏名）

傷 病 名 (訪問看護期間）

傷病の経過 年 月 日から

年 月 日まで

訪問看護の回数 回

基 指示年月日 年 月 日保健師、看護師、理学療法士、作業療法士

主治医への直近報告年月日 年 月 日

本 訪 問 日
円× 回 円

1 2 3 4 5 6 7
療

8 9 10 11 12 13 14准看護師

15 16 17 18 19 20 21
養

円× 回 円 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
費

初 日 円
管理療養費

２回目以降 回 円

提供した情報の概要
情 報 提 供

円
療 養 費 情報提供先の市（区）町村の名称

ターミナル 円 （備 考）

ケア療養費 死亡年月日 年 月 日

合 計 円

訪問看護を指示した医療機関の名称及び主治医の氏名

医療機関の名称

主 治 医 氏 名

上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

年 月 日

所 在 地

訪問看護の事業者の 名 称

代表者氏名
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（第４条関係）様式第４号

障 害 給 付 一 時 金 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

殿 （請求者）

次のとおり障害給付一時金を請求しま 住 所

す。 氏 名

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 ３ 治癒年月日

年 月 日 年 月 日

４ 障害等級 第 級

５ 障害の部位及びその程度

６ 既存障害とその程度

７ 障害給付一時金請求金額

（給付基礎額） （倍 数）

円 × ＝ 円

８ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円

※ 内 配 偶 者 円

９ 子 人 円

給 扶養親族 特定期間
人 円

付 訳 にある子

基 その他 人 円

礎 給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。

額

の 年 月 日

証

明 官 職

氏 名 印

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「５ 障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書の記載事項
と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３ 「６ 既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重した場
合に記入するものとし、既存障害について障害給付を支給された場合は、その該
当する障害等級を明記すること。

４ この請求書には、治癒の時期の決定及び障害等級の決定に必要な医師の診断書
その他の資料を添付すること。
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（第４条関係）様式第４号の２

介 護 給 付 請 求 書

請求回数 第 回

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）
殿 住 所

氏 名
次のとおり介護給付を請求します｡

１ 協力援助者
住 所
氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 年 月 日

３ 受けている年金の種類 ４ 年金証書の番号
□ 傷病給付年金（傷病等級 級第 号）
□ 障害給付年金（障害等級 級第 号） 第 号

５ 障害の部位及びその程度並びに当該障害に ６ 介護を要する状態の区分
伴う日常生活の状態 □ 常時介護を要する状態

□ 随時介護を要する状態

７ 介護に要する費用 親族等から介護を
請 求 対 象 年 月 請 求 月 額

として支出した額 受けた日の有無
請
求 年 月 円 □ 有 □ 無 円
内
容 年 月 円 □ 有 □ 無 円

８ 介護を受けた場所
□ 自宅
□ 病院・施設等（名称： ）

入院（入所）期間 年 月 日 ～ 年 月 日

９ 請 求 者 と の
氏 名 請 求 者 が 介 護 を 受 け た 期 間

親族等 続柄又は関係
で介護 年 月 日～ 年 月 日
に従事 年 月 日～ 年 月 日
した者 年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日
10 介護給付請求金額 円
11 添付する書類その
他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□にレ印を記入すること。
２ 「５ 障害の部位及びその程度並びに当該障害に伴う日常生活の状態」の欄
については、第１回の請求を行う場合及び第２回以降の請求において介護を要
する状態に変更があつた場合にのみ記入することとし、記入事項が、添付する
医師等の証明書又はその写しの記載事項と同じであるときは、「証明書のとお
り」と記入すること。

３ この請求書には、常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の
証明書又はその写しその他必要な書類を添付すること。ただし、第２回以降の
請求において介護を要する状態に変更がない場合は、医師等の証明書又はその
写しの添付を要しない。
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（第４条関係）様式第５号

遺 族 給 付 一 時 金 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

（請求者）

殿 住 所

氏 名

協力援助者との
次の遺族給付一時金を請求します｡ 続柄又は関係

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 ３ 死亡年月日

年 月 日 年 月 日

受給権者 協力援助者との 支給された年金
４ 生 年 月 日 給 付

の氏名 続柄又は関係 (倍数） 及び前払一時金
基礎額

遺 の額の総計
族

（ × － ）
給

１
付 × ＝ 円
一
時 (受給権者の数)
金 年金の受給権者で 支給された年金額の合計

遺族給付 年金証書の番号
請 あった者の氏名 （支給された前払一時金の額）
求 年金が支

円
額

給されて
の 円
計 いた場合

円
算

遺族給付年金前払一時金が支
給されていた場合 円

総 計 円

５ 遺族給付一時金請求金額 円

６ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円
※

内 配 偶 者 円
７

子 人 円
給 扶養親族

特定期間
人 円

訳 にある子
付

その他 人 円
基

給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。
礎

額
年 月 日

の

証
官 職

明
氏 名 印

（注） 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
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（第４条関係）様式第６号

葬 祭 給 付 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）

住 所
殿

氏 名

協力援助者との
次のとおり葬祭給付を請求します｡ 続柄又は関係

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 ３ 死亡年月日

年 月 日 年 月 日

４ 葬祭給付請求金額

（給付基礎額）

(A) 円＋ 円×３０＝ 円

（給付基礎額）

(B) 円×６０＝ 円

(A)(B)のうち
□(A) □(B) 円

高い方の金額

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額

年 月 日 年 月 日 年 月 日 円
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円
※

内 配 偶 者 円
５

子 人 円
給 扶養親族

特定期間
人 円

訳 にある子
付

その他 人 円
基

給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。
礎

額
年 月 日

の

証
官 職

明
氏 名 印

（注） 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
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（第４条関係）様式第７号

未 支 給 の 給 付 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）

殿 住 所

氏 名

死亡した受給
次のとおり未支給の給付を請求します。 権者との続柄

１ 協力援助者

住 所

氏 名

２ 死亡した受給権者

氏 名

協力援助者との
続柄又は関係

（ 年 月 日 死亡）

３ 未支給の給付の種類

年金たる給付のときは

年金証書の番号 第 号

４ 未支給の給付の請求金額

円

５ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額

年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

（注） 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
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（第４条関係）様式第８号
休 業 給 付 請 求 書

請求回数 第 回

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）

殿 住 所

次のとおり休業給付を請求します。 氏 名

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日 生 ）

２ 負傷又は発病の年月日 年 月 日

年 月 日から
３ 請求日数 のうち 日

年 月 日まで

（給付基礎額） （日数）

４ 請求金額の計算 60
円 × × ＝ 円

1 0 0

５ 休業給付請求金額 円

傷病名 現在の状態

年 月 日

※ □治癒 □死亡 □中止 □継続中 □転医

６ 請求日数のうち療養のため業務に従事す 業務に従事することができな
ることができなかつたと認められる日数 かつたと認められる理由

医 年 月 日から
のうち 日

師 年 月 日まで

の 上記のとおりであると認めます。

証 年 月 日

明 所 在 地

病院又は診療所の名 称

医師の氏名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

添付書類 枚
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円
※

内 配 偶 者 円
７

子 人 円
給 扶養親族

特定期間
人 円

訳 にある子
付

その他 人 円
基

給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。
礎

額
年 月 日

の

証
官 職

明
氏 名 印

（注）１ 請求者は、※印欄には記入しないこと。
２ 該当する□にレ印を記入すること。
３ 第２回以後の請求の場合における「３ 請求日数」の欄の記入については、前
回の請求後の分について記入すること。

４ 第２回以後の請求の場合において給付基礎額に変更のない場合は、給付基礎額
の内訳及び証明については省略してもよい。
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様
式
第
九
号
の
二
か
ら
様
式
第
十
一
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第７条関係）様式第９号の２

傷 病 給 付 年 金 請 求 書

※年金証書の番号 第 号

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

（請求者）
殿

住 所
次のとおり傷病給付年金の支給の決定

を請求します。 氏 名

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日

年 月 日

３ 傷病等級 ４ 傷病等級該当年月日

第 級 年 月 日

５ 傷病の名称、部位及びその状態

６ 既存障害の部位及びその程度

７ 日常生活の状態

８ 傷病給付年金請求金額

（給付基礎額） （倍数）
円 × ＝ 円

９ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円
※

内 配 偶 者 円
10

子 人 円
給 扶養親族

特定期間
人 円

訳 にある子
付

その他 人 円
基

礎 給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。

額
年 月 日

の

証
官 職

明
氏 名 印

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「５ 傷病の名称、部位及びその状態」の欄の記入事項が添付する診断書の
記載事項と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。

３ この請求書には、傷病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資
料を添付すること。
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（第７条関係）様式第10号

障 害 給 付 年 金 請 求 書

※年金証書の番号 第 号

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

（請求者）
殿

住 所
次のとおり障害給付年金の支給の決定

を請求します。 氏 名

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 ３ 治癒年月日

年 月 日 年 月 日

４ 障害等級 第 級

５ 障害の部位及びその程度

６ 既存障害とその程度

７ 障害給付年金請求金額

（給付基礎額） （倍数）

円 × ＝ 円

８ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円
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給 付 基 礎 額 円

基 準 額 円
※

内 配 偶 者 円
９

子 人 円
給 扶養親族

特定期間
人 円

訳 にある子
付

その他 人 円
基

給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。
礎

額
年 月 日

の

証
官 職

明
氏 名 印

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「５ 障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書の記載事項
と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。

３ 「６ 既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重した場
合に記入するものとし、既存障害について障害給付を支給された場合は、その該
当する障害等級を明記すること。

４ この請求書には、治癒の時期の決定及び障害等級の決定に必要な医師の診断書
その他の書類及び資料を添付すること。
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（第７条関係）様式第11号

遺 族 給 付 年 金 請 求 書

※年金証書の番号 第 号

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

殿 （請求者又は代表者）

住 所

次のとおり遺族給付年金の支給の決定を 氏 名

請求します。 協力援助者との続柄

１ 協力援助者

住 所

氏 名 （ 年 月 日生）

２ 負傷又は発病の年月日 ３ 死亡年月日

年 月 日 年 月 日

□協力援助者 □先順位者の □胎児であつた □先順位者の
４ 請求の事由

の死亡 失権 子の出生 所在不明

協力援助者
氏 名 生年月日 住 所 備 考

と の 続 柄

５ 請求者及び

遺族給付年金を

受けることがで

きる遺族

協力援助者
氏 名 生年月日 住 所 備 考

と の 続 柄

６ 既に遺族給

付年金を受けて

いた遺族
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７ 遺族給付年 （給付基礎額） （倍数）
１

金請求年額の計 円 × × ＝ 円

算 （請求者の数）

請求者が１人の場合又は
円

８ 遺族給付年 代表者を選任しない場合

金請求額 （７の請求金額）（請求者の数）
代表者を選任した場合

× ＝ 円

９ 添付する書類その他の資料名

給 付 基 礎 額 円

※ 基 準 額 円

10 内 配 偶 者 円

給 子 人 円
扶養親族

特定期間
付 人 円

訳 にある子

基 その他 人 円

礎
給付基礎額については、上記のとおり相違ないことを証明します。

額

の 年 月 日

証
官 職

明
氏 名 印

※受理 ※決定 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 円

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□にレ印を記入すること。
２ 「５ 請求者及び遺族給付年金を受けることができる遺族」の欄の備考には、
その者が請求者であるときは請、その者が代表者であるときは代、その者が身
体若しくは精神に７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態
又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以
外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態にある者であると
きは障、また、その者が請求者と生計を同じくしているときは生と明記するこ
と。
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（第７条の２関係）様式第11号の２

年金受給金融機関届出書

（給付を実施する者の官職氏名） 届出年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

※年金証書の番号 第 号
殿

（受給権者又は代表者）
傷病
障害給付年金を次において受け取りたい 住 所
遺族

氏 名
ので届け出ます。

（金融機関名） 所在地

銀行 □当座預金
口座名

□普通預金
本
店

支
口座番号

備 考

※ 届 出 受 理 年 月 日 年 月 日

（注）１ 届け出ようとする金融機関については、あらかじめ、給付を実施する者に相談
すること。

２ 届出者は、※印の欄は記入しないこと。
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（第７条の２関係）様式第11号の３

年金受給金融機関変更届出書

（給付を実施する者の官職氏名） 届出年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

年金証書の番号 第 号
殿

（受給権者又は代表者）
傷病
障害給付年金の受取を次のとおり変更 住 所
遺族

氏 名
したいので届け出ます。

変 更 前 変 更 後

（金融機関名） （金融機関名）
本

銀行 店
支

銀行 所在地

口座名 □当座預金 □普通預金
本
店

支
口座番号

備 考

※ 届 出 受 理 年 月 日 年 月 日

（注）１ 届け出ようとする金融機関については、あらかじめ、給付を実施する者に相談
すること。

２ 届出者は、※印の欄は記入しないこと。
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、
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式
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の
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う
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め
る
。
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（第８条関係）様式第12号
(1)

第 号

協 力 援 助 者

年 金 証 書
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(2)

受給権者の氏名

（ 年 月 日生）

受給権者の住所

年 金 の 種 類 （第 級）

年 金 の 額 円

支給開始年月 年 月

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定により上記のとおり

支給します。

年 月 日

（給付を実施する者の官職氏名）

岡山県警察本部長

印
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(3)

注 意 事 項

１ この証書は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律によつて、

傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を受ける権利を有することを

証明する書類ですから大切に保管してください。

２ この給付は、毎年２月、４月、６月、８月、10月及び12月に、それぞれの前月ま

での分を支払います。なお、損害賠償を受けた場合は、その限度で年金が支払われ

ないことがあります。

３ 次の場合に該当することとなつたときは、速やかにその事実を証明する書類を添

えてその旨を給付を実施する者に届け出てください。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病給付年金においては、その傷病等級に変更のあつた場合

(3) 障害給付年金においては、その障害等級に変更のあつた場合

(4) 遺族給付年金においては、次に掲げる場合

ア 年金の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じた場合（子、孫又は兄弟姉妹

が18歳に達する日以後の最初の３月31日が終了したためこの年金を受けること

ができる遺族でなくなつた場合を除く。）

イ 年金を受けることができる遺族が55歳未満の妻だけであるときは、身体若し

くは精神に７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負

傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労

務に服することができない程度以上の故障がある状態になつた場合又はその状

態でなくなつた場合（障害の限度については、給付を実施する者に相談してく

ださい。）

４ この給付を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したりすることはできません。

また、差押えを受けることもありません。

５ この証書を亡失したり損傷したりしたときは、給付を実施する者に再交付を請求

してください。また、年金の額の変更の場合を除き、証書の記載事項に変更を生じ

た場合は、新しい証書を交付しますので、必要な届出を行つてください。なお、古

い証書は廃棄してください。

６ あらかじめ給付を実施する者からその必要がないと通知された場合を除き、毎年

２月１日から同月末日までの間に、給付を実施する者に療養若しくは障害の現状又

は遺族の現状に関する報告書を提出してください。
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(4)

７ この年金を受ける権利を失つた場合は、この証書を廃棄してください。年金を受

ける権利を失う場合は、次のいずれかに該当した場合です。

(1) 傷病給付年金の場合

ア 受給権者が死亡した場合

イ 病状が好転し年金を受けられない程度の障害の程度になつた場合（障害の状

態については、給付を実施する者に相談してください。）

(2) 障害給付年金の場合

ア 受給権者が死亡した場合

イ 障害が直り、又は年金を受けられない程度の障害に回復した場合（障害の程

度については、給付を実施する者に相談してください。）

(3) 遺族給付年金の場合

ア 受給権者が死亡した場合

イ 受給権者が婚姻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む。）をした場合

ウ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが事実上養子縁組

関係と同様の事情にある場合を含む。）となつた場合

エ 離縁によつて死亡した協力援助者との親族関係が終了した場合

オ 受給権者が死亡した協力援助者の子、孫又は兄弟姉妹であるときはその者が

18歳に達する日以後の最初の３月31日が終了した場合（その者が協力援助者の

死亡の時から引き続き身体若しくは精神に７級以上の障害等級の障害に該当す

る程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若し

くは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障があ

る状態にあるときを除く。）

カ 身体若しくは精神に７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある

状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労

務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態にあることに

より受給権者となつている者がその状態でなくなつた場合

８ 給付を実施する者への届出、提出、請求等は下記の担当部署宛てに行つてくださ

い。

（担当部署）

（所 在 地）

（電話番号）
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（第８条関係）様式第13号

年 金 証 書 再 交 付 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日
岡山県警察本部長

殿 （請求者）

住 所

亡失
次の年金証書を したので再交付を 氏 名

損傷
請求します。

１ 証 書 番 号 第 号

２ 証書交付年月日 年 月 日

３ 受給権者の氏名

傷 病
４ 等 級 第 級

障 害

傷 病
５ 障 害 給付年金の額 円

遺 族

※受理 ※再交付
年 月 日 年 月 日

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ この請求書には、年金証書の亡失の理由を明らかにすることのできる書類を添
付すること。
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第９条関係）様式第14号の２（

傷 病 給 付 変 更 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請 求 年 月 日 年 月 日
岡山県警察本部長

年金証書の番号 第 号
殿

（請求者）

次のとおり傷病給付の変更を請求しま 住 所

す。 氏 名

１ 現在受けている傷病給付年金の傷病等級 第 級

２ 現在受けている傷病給付年金の支給が開始された年月 年 月

３ 障害の程度に変更があつた年月日 年 月 日

４ 傷病の名称、部位及びその状態

５ 変更後の傷病等級 第 級

６ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※決定等級
年 月 日 年 月 日 第 級

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「４ 傷病の名称、部位及びその状態」の欄の記入事項が添付された診断書と
同じであるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３ この請求書には、障害の程度に変更があつた時期の決定及び変更後の傷病等級
の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付すること。

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



（第９条関係）様式第15号

障 害 給 付 変 更 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請 求 年 月 日 年 月 日
岡山県警察本部長

年金証書の番号 第 号
殿

（請求者）

次のとおり障害給付の変更を請求しま 住 所

す。 氏 名

１ 現在受けている障害給付年金の障害等級 第 級

２ 現在受けている障害給付年金の支給が開始された年月 年 月

３ 障害の程度に変更があつた年月日 年 月 日

４ 障害の部位及びその程度

５ 変更後の障害等級 第 級

６ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※決定等級
年 月 日 年 月 日 第 級

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「４ 障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付された診断書と同じ
であるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３ この請求書には、障害の程度に変更があつた時期の決定及び変更後の障害等
級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付すること。
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（第10条関係）様式第16号

年 金 額 変 更 決 定 通 知 書

通知年月日 年 月 日 通知番号 第 号

（給付を受ける者） （給付を実施する者の官職氏名）

住 所
岡山県警察本部長

氏 名 殿
印

傷病給付年金
次のとおり障害給付年金の額の変更

遺族給付年金

を決定したので通知します。

変 更 後 変 更 前

傷病給付年金 円 傷病給付年金 円

障害給付年金 円 障害給付年金 円

遺族給付年金 円 遺族給付年金 円

年金の額が変更になる年月 年 月

変更の理由

備 考
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（第12条関係）様式第19号

障 害 給 付 年 金 差 額 一 時 金 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （請求者）

殿 住 所

氏 名
次の障害給付年金差額一時金を請求し

協力援助者との
ます。 続柄又は関係

協力援助者 （死亡年月日）

住 所 年 月 日
１ 協力援
助者に関 氏 名 （死亡当時の障害等級）
する事項

（ 年 月 日生） 第 級

（既存障害とその程度）

給 付 支給された年金及び前２ 受給権者の氏名 協力援助者との続柄
( ）倍数

基礎額 払一時金の額の総計
障請 （ 円× － 円）
害求
給額 × ＝ 円
付の
年計 (受給権者の数)
金算
差 障害給付年金が支給 (年金証書番号) （支給された年金額の合計）
額 されていた場合 第 号 円
一
時 障害給付年金前払一時(年金証書番号) （支給された前払一時金の額）
金 金が支給されていた場合 第 号 円

総 計 円

３ 障害給付年金差額一時金の請求額

４ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「（既存障害とその程度）」の欄には、同一部位について障害の程度を加重
した場合に記入するものとし、特に既存障害について障害給付を支給された場
合は、その該当する障害等級を明記すること。
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（第12条関係）様式第19号の２

障 害 給 付 年 金 前 払 一 時 金 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 請求者
殿

住 所
次の障害給付年金前払一時金を請求し

氏 名
ます。

１ （障害等級） 第 級 ２ （既存障害とその程度）

□ 障害給付年金前払一時金の限度額
□ 1,200倍
□ 1,000倍

３ 請求者が選択する障害給付年金前払 □ 800倍
給付基礎額の に相当する額

一時金の額 □ 600倍
□ 400倍
□ 200倍

(1) 限度額を選択した場合 円

４ 障害給付年金前払一時金の請求額 (2) 限度額以外を選択した場合
(給付基礎額）

円× 倍＝ 円

５ 障害給付年金前払一時金の申出を行 年 月分から 年 月分まで
つた月までの期間に係る障害給付年金
の額の合計額 円

６ 障害給付年金の支給決定に関する通
年 月 日

知を受けた年月日

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「２ （既存障害とその程度）」の欄には、同一部位について障害の程度を
加重した場合に記入するものとし、特に既存障害について障害給付を支給され
た場合には、その該当する障害等級を明記すること。

３ 「３ 請求者が選択する障害給付年金前払一時金の額」の欄については、請
求者が選択する□にレ印を記入すること。

４ 「５ 障害給付年金前払一時金の申出を行つた月までの期間に係る障害給付
年金の額の合計額」及び「６ 障害給付年金の支給決定に関する通知を受けた
年月日」の欄には、障害給付年金の最初の支払に先立つて申し出る場合は記入
しないこと。
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（第12条関係）様式第19号の３

遺 族 給 付 年 金 前 払 一 時 金 請 求 書

（給付を実施する者の官職氏名） 請求年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 請求者(代表者）

殿 住 所

氏 名
次の遺族給付年金前払一時金を請求し

協力援助者との
ます。 続柄又は関係

□ 1,000倍
１ 請求者（代表者）が選択する遺族給付 □ 800倍

給付基礎額の □ 600倍 に相当する額
年金前払一時金の額 □ 400倍

□ 200倍

（給付基礎額）
２ 遺族給付年金前払一時金の請求額 円× 倍× ＝ 円

（請求者の数）

３ 遺族給付年金前払一時金の請求額の （２の請求額）（請求者の数）
合計額 円× ＝ 円

４ 遺族給付年金前払一時金の申出を行 年 月分から 年 月分まで
つた月までの期間に係る遺族給付年金
の額の合計額 円

５ 遺族給付年金の支給決定に関する通
年 月 日

知を受けた年月日

（代表者の氏名）
を代表者として、遺族給付年金前払一時金の請求及び受領を委任します。

住 所 氏 名 協力援助者との続柄

請求者
の同順
位者

※受理 ※決定 ※支払 ※決定金額
年 月 日 年 月 日 年 月 日 円

（注）１ 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「１ 請求者（代表者）が選択する遺族給付年金前払一時金の額」の欄につ
いては、請求者（代表者）が選択する□にレ印を記入すること。

３ 「４ 遺族給付年金前払一時金の申出を行つた月までの期間に係る遺族給付
年金の額の合計額」及び「５ 遺族給付年金の支給決定に関する通知を受けた
年月日」の欄には、遺族給付年金の最初の支払に先立つて申し出る場合は記入
しないこと。
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（第15条関係）様式第21号

遺 族 給 付 年 金 支 給 停 止 申 請 書

（給付を実施する者の氏名） 申請年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （申請者）

殿 年金証書の番号 第 号

住 所

氏 名
次の所在不明者に係る遺族給付年金の （ 年 月 日生）

支給停止を申請します。 所在不明者との続柄

１ 年 金 証 書 の 番 号 第 号

所 氏 名

在 最 後 の 住 所

不 所在不明となつた年月日 年 月 日

明 所の
在
事

者 不
明由

年金証書の 所在不明者
２ 氏 名 住 所

番 号 との続柄
申
請
者
の
同
順
位
者

３ 添付する書類その他の資料名

※受理 ※決定 ※決定内容
年 月 日 年 月 日 年 月分から停止

（注）１ 申請者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 「１ 所在不明者｣の年金証書の番号欄には、その番号が不明のときは記入す
る必要はない。

３ この申請書には、所在不明者となつた者の所在が１年以上明らかでないことを
証明することのできる書類を添付すること。
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（第15条関係）様式第22号

遺族給付年金支給停止解除申請書

（給付を実施する者の官職氏名） 申請年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （申請者）

年金証書の番号 第 号

殿 住 所

氏 名
次のとおり遺族給付年金の支給停止の （ 年 月 日生）

解除を申請します。

支給停止となつた年月 年 月

※受理 ※決定 ※決定内容

年 月 日 年 月 日 年 月分から解除

（注） 申請者は、※印の欄には記入しないこと。
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（第16条、第16条の２関係）様式第23号

療 養
現 状 報 告 書

障 害

（給付を実施する者の官職氏名） 報告年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （報告者）
殿

住 所
療養

次のとおり の現状を報告します。
障害 氏 名

１ 負傷又は発病年月日 年 月 日

２ 療養開始年月日 年 月 日

傷病給付年金
３ 支給開始年月 年 月

障害給付年金

４ 年金証書の番号 第 号

５ 傷病名又は障害等級

６ 傷病の経過又は障害の状況

７ 日常生活の概況

８ 添付する書類その他の資料名

（注）１ 報告者は、※印の欄には記入しないこと。
２ 療養・障害についてはいずれかを○で囲むこと。
３ 「７ 日常生活の概況」の欄の記入に当たつては、最近１年間について記入
すること。
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傷病又は障害の種類

※

９
傷病の経過及び治療方法の概要

医

師
傷病又は障害の現状

の

今後の見込み

証

上記のとおりであると認めます。
明

年 月 日

所 在 地

病院又は診療所の名 称

医師氏名
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（第16条関係）様式第24号

遺 族 の 現 状 報 告 書

（給付を実施する者の官職氏名） 報告年月日 年 月 日

岡山県警察本部長 （報告者）

殿 住 所

氏 名

次のとおり遺族の現状を報告します。 年金証書の番号 第 号

1 協力援助者の氏名

（ 年 月 日死亡）

協 力 報告者と生計を
２ 障害の

氏 名 生年月日 住 所 援 助 者 同じくしている
有 無

遺 との続柄 事実の有無

族
有・無 有 ・ 無

給

付
有・無 有 ・ 無

年

金
有・無 有 ・ 無

受

給
有・無 有 ・ 無

資

格
有・無 有 ・ 無

者

３ 添付する書類その他の資料名

（注）１ ２の欄の障害とは、身体若しくは精神に７級以上の障害等級の障害に該当する
程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは
精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態
をいう。

２ ２の欄の有無いずれかを○で囲むこと。
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（第18条関係)様式第25号

災 害 給 付 記 録 簿

(表面）Ｎｏ．

□年 金 □一時金
１ 協力援助者 ９ 災害発生の状況とその原因

□年 金 額
円

住所 □一時金額

支給決定
氏名 年 月 日

支 払
（ 年 月 日） 13

協力援助者
遺族給付 氏 名

との続柄
２ 協力援助を受けた者

受給

所 属 権者

官職階級

氏 名 金額 円

14 年 月 日 支払
３ 負傷又は発病年月日

葬祭給付
葬祭を行つた者の氏名及び協力援助者と

年 月 日
の続柄又は関係

４ 傷病名及び傷病の部位 金額 円

年 月 日 支払
15

障害給付 協力援助者
氏 名

年金差額 との続柄
５ 傷病等級該当年月日 10 給付基礎額 円

一時金 受給

年 月 日 傷病等級 第 級 号 権者
11

６ 傷病の治癒年月日 傷病給付 年 月 日支給決定

年 月 日 16
□ 年 金 □ 一時金 金額 円

障害給付
７ 死亡年月日

障害等級 第 級 号 年金前払
年 月 日 支払

年 月 日 12 □準用 □併合繰上げ □加重 一時金

障害給付 □ 年 金 額 17
金額 円

８ 認定の通知年月日 □ 一時金額 遺族給付

年金前払
年 月 日 年 月 日支給決定支払 年 月 日 支払

一時金
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（ 年度） （裏面）

18 療 養 給 付 19 休 業 給 付 20 介 護 給 付

備 考

支 払 年 月 日 日 数 金 額 支 払 年 月 日 日 数 金 額 支 払 月 日 支給に係る月 金 額年

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

年 月 日 日 円 年 月 日 日 円 年 月 日 円

計 日 円 計 日 円 計 円

日 円 日 円 円本年度までの累計 本年度までの累計 本年度までの累計
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様
式
第
二
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和４年５月１７日　岡山県公報　第１２３９６号



（第18条関係)様式第27号

遺 族 給 付 年 金 記 録 簿 (表面）

災害給付記録簿番号Ｎｏ．

協力援助者 受 給 権 者 と 年 金 証 書
氏 名 生年月日 住 所 そ の 事 由

と の 続 柄 なった年月日 の 番 号

１

遺

族

給

付

年

金

受

給

資

格

者

（給付基礎額） （倍数）

２ 年 月から

× ＝ 円

遺

族

給 年 月から

付

年

金
年 月から

の

額

年 月から
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（裏面）

３ 受給権者氏名 ４ 支 給 に 係 る 月 ５ 支 払 年 月 日 ６ 支 払 金 額 備 考

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

年 月～ 年 月分 年 月 日 円

累 計 円
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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